
懇談会開催のお知らせ

令和６年度第２回森林の未来を考える懇談会を下記のとおり開催します。
も り

記

１ 開催日時

令和６年１０月８日（火）１４時００分から１６時００分まで

２ 開催場所

杉妻会館 ３階 百合（福島市杉妻町３－４５）

３ 懇談会の内容

（１）福島県森林環境税に関する県民の声について

ア 「福島県森林環境税に関する声を聴く事業」について

イ 森林づくりタウンミーティングの開催結果について

ウ 令和６年度森林環境税に関するアンケートの結果について

エ 市町村及び関係団体アンケート結果について

（２）福島県森林環境税を活用した取組に対する意見について

（３）その他

４ 傍聴手続

（１）懇談会の傍聴を希望される方は、上記の開催時刻までに会場にお越しください。

（２）会場で受付を行いますので、住所と氏名を記入してください。

（３）受付開始時刻は、１３時５０分です。

（４）受付は先着順に行いますが、会場の広さの制約により、傍聴者が多数の場合、入室

をお断りすることがありますので御了承願います。

（５）なお、傍聴する場合は、別ページの「傍聴に当たっての留意事項」に従っていた

だきます。

（６）また、傍聴に当たっては次の感染症予防対策に御協力をお願いいたします。

・発熱や咳など体調不良の場合は傍聴を控えていただくようお願いいたします。

・傍聴席の間隔を空けて御利用ください。

５ 問い合わせ先

福島県農林水産部森林計画課

電話０２４－５２１－７４２５



傍聴に当たっての留意事項

附属機関等の会議を傍聴する場合は、下記の事項に従って傍聴していただくこととなり

ます。なお、詳しくは、附属機関等の事務局（「懇談会開催のお知らせ」の問い合わせ先）

に確認するようにお願いいたします。

記

懇 談 会 傍 聴 要 領

１ 傍聴する場合の手続

（１）懇談会の傍聴を希望する方は、懇談会の開催予定時刻までに氏名、住所を所定の用

紙に記入し、事務局の指示に従って会場に入室してください。

（２）傍聴の受付は先着順で行いますが、会場の広さの制約がございますので、傍聴者が

多数の場合、入室をお断りすることがあります。

２ 傍聴に当たって守るべき事項

懇談会を傍聴されるに当たっては、次の事項を守ってください。

ア 懇談会開催中は、静粛に傍聴すること。

イ のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用す

ると認められるものを携帯又は着用しないこと。

ウ 懇談会における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と賛

否を表明しないこと。

エ 談話をし、又は騒ぎ立てるなど懇談会の妨害となるような行為をしないこと。

オ 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。

カ 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、附属機関等の

長の許可を得た場合は、この限りでない。

キ その他懇談会の議事運営に支障となる行為をしないこと。

３ 懇談会の秩序の維持

（１）上記２のほか、傍聴される方は係員の指示に従ってください。御不明な点は係員に

お聞きください。

（２）傍聴される方が以上のことを守られない場合は、退場していただくことがあります。

（３）懇談会中、会場の秩序維持ができなくなった場合、及び緊急的に公開できない事項

を取り扱う必要が生じた場合は、懇談会を途中で非公開とする場合があります。


